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今後の臨床研修制度の概要について（案） 

 

１ 研修プログラムについて 

 

（１）臨床研修を行う分野 

○ 内科、救急部門及び地域医療を「必修科目」として、必ず研修を行う。 

○ 外科、麻酔科、小児科、産婦人科及び精神科を「選択必修科目」として、この

中から２診療科を研修医が選択して研修を行うことを必修とする。病院の判断

で、これらの診療科の全部又は一部を「必修科目」とすることもできる。 

○ 「選択必修科目」については、研修医の希望に応じていずれの診療科の研

修も確実に実施できるよう、臨床研修病院は各診療科で研修を行うことができ

るプログラムを必ず用意し、受け持ちの入院患者について指導できる体制を

確保する。 

（２）研修時期・期間 

○ 原則として、当初の１２月の間に内科及び救急部門を研修し、次の１２月の

間に地域医療の研修を行う。 

○ 原則として、内科は６月以上、救急部門は３月以上、地域医療は１月以上の

研修を行う。 

○ 「選択必修科目」は、病院の判断で適切な期間の研修を行う。 

（３）地域医療の研修 

○ 地域医療の研修は、十分な指導体制の下で、患者が営む日常生活や居住

する地域の特性に則した医療（在宅医療を含む）について理解し、実践すると

いう趣旨であり、へき地・離島診療所、中小病院、診療所等において行う。 

基本的な考え方 

○ より良い医師の育成のため、「医師としての人格のかん養とプライマリ・

ケアの基本的な診療能力の修得」という制度の基本理念、および基本理

念を具体化した到達目標を前提とする。 

○ 研修プログラムは、各病院の個性や工夫を活かした特色のあるものと

する。病院の実情を踏まえつつ、研修医の将来のキャリア等に円滑につ

ながるように、研修を行う診療科の構成、各診療科における研修期間及

び研修時期を定める。 
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○ 研修を行う施設は、関係自治体や地域医療対策協議会の意向を踏まえるな

ど、地域の実情に応じて選定されるよう配慮する。 

（４）医師不足の診療科への対応 

○ 研修医の募集定員が一定数以上（例えば２０人以上）の臨床研修病院は、

将来小児科医及び産科医になることを希望する研修医を対象とした研修プロ

グラム（募集定員２名以上）を必ず設ける。 

（５）到達目標の達成度の評価 

○ 到達目標について、研修医の達成度を客観的に評価する仕組みを構築す

る。 

 

２ 臨床研修病院の指定基準について 

 

（１）臨床研修病院（協力型臨床研修病院を除く。以下同じ。）の指定基準 

○ 臨床研修病院は、以下の事項を満たすものとする。 

① 救急医療を提供していること 

② 年間入院患者数が３，０００人以上であること 

③ 研修医５人に対して指導医を１人以上配置すること 

④ 臨床病理検討会（ＣＰＣ）を適切に開催していること 

⑤ 協力型臨床研修病院その他の医療機関と連携して研修を行うこと 

＊ その他の基準は現行どおり 

（２）経過措置 

○ 臨床研修病院の指定基準に適合しなくなり、指定取り消しの対象となる場合

などについては、一定期間の経過措置を設け、地域の実情や研修医の受入

実績等を考慮したきめ細かな対応に配慮する。 

（３）臨床研修病院の新規指定の取扱い 

○ 協力型臨床研修病院として一定の実績があることを前提に、指定基準を満

たす場合は新規指定を行う。 

 

基本的な考え方 

○研修の質の向上のため、臨床研修病院の基準を強化するとともに、医療

機関の連携による臨床研修病院群の形成を推進する。 
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３ 研修医の募集定員について 

 

（１） 病院における研修医の募集定員は、以下の数値を超えないこととする。 

① Ａ 

Ａ：当該病院の過去数年間（例えば過去３年間）の研修医の受入実績の最

大の数値。ただし、一定の定義に基づき、当該病院から他の病院に派遣

されているとみなされる常勤医師がある場合には、その数を勘案して一

定の限度内で定める数を加算する。 

② 当該病院が所在する都道府県内にある臨床研修病院及び大学病院の募

集定員の合計が、（２）で定める当該都道府県の募集定員の上限を超える

場合は、以下の計算式により算定した数値 

      Ａ × Ｂ ／ Ｃ 

    Ｂ：（２）で定める当該都道府県の募集定員の上限 

    Ｃ：当該都道府県内における臨床研修病院及び大学病院が希望する募集定

員の合計 

③ 経過措置 

ＢがＣより大幅に小さい場合は一定の経過措置を設け、地域の実情や研修

医の受入実績等を考慮したきめ細かな対応に配慮する。 

基本的な考え方 

○研修希望者に見合った募集定員の総枠を設定するとともに、研修医の地

域的な適正配置を誘導するため、都道府県別の募集定員の上限を設定

する。 

○各病院の募集定員を、過去の研修医受入実績を踏まえ適正規模に見直

すとともに、医師派遣実績等を勘案した上で、都道府県の募集定員の上

限と必要な調整を行って設定する。 
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（２） 各都道府県における募集定員の上限とは、以下の計算式により算定した数

値をいう。             ＊ 研修医の数については１学年分 

① D ＋ E ＋ F 

D：D１と D２のうちの多い方の数値 

D１：全国の研修医の前年度総数×当該都道府県の人口／全国の総人口 

D２：全国の研修医の前年度総数×当該都道府県内の大学医学部の入学

定員の合計／全国の大学医学部の入学定員の合計 

E：D × α（１００平方ｋｍ当たりの医師数が６０．７未満の道府県に限る） 

＊ ６０．７は東京都、大阪府を除く全国の１００平方ｋｍ当たりの平均医師数 

F：D × 離島人口×β ／ 当該都道府県の人口  

＊ 離島人口とは、離島振興法及び沖縄振興特別措置法における指定離島の人口 

＊ α、βとは、調整係数（例えばα=１０％～２０％、β=５） 

② 都道府県の募集定員の上限が、当該都道府県内における病院が希望す

る募集定員の合計よりも大幅に下回る場合は一定の経過措置を設ける（例

えば削減率は当面１０％を上限とする）。 

（３） 各病院の募集定員の増員の取扱いについて 

○ 当該病院の所在する都道府県内にある病院が希望する募集定員の合計が

当該都道府県の上限を超えない場合には、当該病院の前年度の研修医の採

用実績や地域の実情等一定の条件の下に、増員を認めることとする。 

（４） 新規指定における募集定員の取扱いについて 

○ 臨床研修病院を新規に指定する場合は、募集定員を２名とする。 

 

４ 適用時期等について 

○ 平成２２年度から研修を受ける研修医に対する臨床研修から適用する。 

○ ５年以内に必要な検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 

 


